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【市民後見人とは】 

 「成年後見制度」は、認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が不十分な方の金銭管理や契約、

各種手続の支援をする制度です。 

「市民後見人」は成年後見制度の担い手として対象の方と同じ地域住民の立場で支援を行います。 

釧路市では多くの市民後見人が活躍しており、釧路市権利擁護成年後見センターは市民後見人が安心して活

動できるよう、相談・助言等のサポートをしています。 

当センターでは今年度も釧路市「市民後見人養成講座」を下記の日程で開催いたします。市民後見人として

活動してみたい、成年後見制度について学んでみたいという方は、ぜひ受講をご検討ください！ 

 

■日 程：令和７年８月２７日（水）～１２月３日（水）までの全８講 

■会 場：釧路市生涯学習センター まなぼっと幣舞 ほか（予定） 

     第１講～第４講は Zoomによるオンライン参加も可能です  

■対 象：釧路市民 ２５名程度（２５歳～７４歳の方）  

■内 容：講義、レポート、演習、グループワーク等  

■受講料：２，７５０円（教材費） 

■申 込：申込書に記入いただきますので、まずは下記連絡先まで 

ご連絡ください。 

申込の期限は令和７年８月１８日（月）です。 

 

■お問い合わせ先：釧路市権利擁護成年後見センター ０１５４(２４)１２０１ 

 

 

 

 

６月２９日（日）に「釧路市ふれあい広場“２０２５”」が開催

されました。 

開催に向けて多くのボランティアや学生が協力して準備を進め、

当日はステージ発表や体験コーナー、物品販売など様々な企画が行

われました。たくさんの方々にご来場いただき、大盛況の内に終了

することができました。ふれあい広場の開催にあたり、ご協力をい

ただきました皆様にお礼申し上げます。 

【ゴミパトロール隊のお礼について】 

釧路市ふれあい広場では、民生委員・児童委員の皆様にごみの分別収集や指導、

ゴミステーションへの排出作業についてご協力いただきました。また、ブースを

設置して民生委員・児童委員の活動紹介も行っていただきました。 

日頃より様々な福祉活動にご協力をいただいておりますことに、この場をお借

りしてお礼申し上げます。 

 

  

U R L 

メールアドレス 

本 所 

 

阿 寒 支 所 

 

音 別 支 所 

 

http://www.kushiro-city-shakyo.or.jp 

webmaster@kushiro-city-shakyo.or.jp 

釧路市旭町 12 番 3 号 釧路市総合福祉センター内 

(代表)0154(24)1565・FAX0154(23)3776 

釧路市阿寒町中央１丁目７番１２号阿寒町保健・福祉サービス複合施設ひだまり内 

0154(66)4200・FAX0154(66)4300 
釧路市音別町本町３丁目５０番地 音別町社会福祉会館内 

01547(6)2941・FAX01547(9)5450 

２．釧路市ふれあい広場“2025”事業が終了しました 

令和７年 ７月号 

１．令和７年度 釧路市「市民後見人養成講座」受講生を募集します！ 

公認 
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■ 場 所：釧路市総合福祉センター（釧路市旭町 12 番３号）2階大会議室 

■ 日 時：【１日目】８月２３日（土）９：００～１４：４０   

【２日目】８月３０日（土）９：００～１５：００   

■ 託児あり…両日とも 3 階和室にて 

（託児申し込み希望は８月１５日（金）までにお電話にてご連絡ください） 

 

 

 

 

『子育てサポートセンター・すくすく』は会員制の組織で会員相互による子育て支援活動を行っています。

子育ての援助を行う会員（提供会員）になるには、事業説明会で事業の趣旨を理解していただき、講習会では

栄養士・保健師・保育士による育児の講習や、子どもを安全に預かる上で必要な救急法・交通安全講座などを

学んでいただきます。 

 今年度は平日の事業説明・講習会に参加が難しい方々のため、土曜日にも事業説明・講習会を開催いたしま

す。短時間のお子さんのお預かりや送迎など、空いた時間で活動してみませんか？たくさんのご参加をお待ち

しております！（依頼会員は１日目のみ参加、提供・両方会員は両日の参加が必要です） 

 

 

 

 

 

 

■申込み・お問い合わせ先：子育てサポートセンター・すくすく ０１５４（２３）２５５２ 

 

 

 

 

今年度も「夏のボランティア体験・職業体験」を実施いたします。本事

業は、夏休み期間中に子どもたち（小・中・高・専門学生など）が社会福

祉施設やボランティア団体とのかかわりを通じて福祉への理解を深め、将

来の夢や仕事について考える機会を提供することを目的としています。 

■実施期間：７月下旬～８月下旬（市内学校の夏休み期間） 

■内 容：市内の社会福祉施設・ボランティア団体・地域食堂などでの

ボランティア体験および職業体験 

■参 加 費：無 料 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ６月３日（火）、音別町ボランティア連絡協議会の皆様が、当支所事

務局の入居する「音別町社会福祉会館」を訪れ、活動の一環として会館

前にある花壇整備をしていただきました。 

 この活動は、６月号に掲載した「ボランティア・サポート・プログラ

ム（国道花壇の整備）」の実施にあわせ、毎年行っていただいているもの

で、今年も黄色やオレンジのマリーゴールド植えていただき、花壇が美

しい花で彩られました。いつも本当にありがとうございます！！ 

 お近くにお寄りの際は、是非ご鑑賞ください！ 

 

■ お問い合わせ先：音別支所地域福祉係 ０１５４７（６）２９４１ 

 

４．夏のボランティア体験・職業体験を実施します 

３．すくすく事業説明・講習会を実施します！ 

５．社会福祉会館前の花壇が彩られました！！ 

～音別支所からのお知らせ～ 

■お問い合わせ先：各支所ボランティアセンター  

釧路：０１５４(２４)１６４８ 阿寒：０１５４(６６)４２００ 音別：０１５４７(６)２９４１ 

▲ボランティア体験の様子 
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地域で暮らす人々が支え合い、ともに生きるまちづくりの普及啓発を目的に「阿寒町ふれあい広場」を実施

します。今年度も阿寒ふるさとまつり内の企画として、町内の福祉団体等による展示即売や「ふれあいフォト

コンテスト写真展示」、「健康測定体験コーナー」、「赤い羽根共同募金ブース」、「ミニ発掘体験」を実施します。 

中でもミニ発掘体験は１回２００円でクリスタル・化石の発掘体験ができる人気企画です。なお、この益金

は社協の寄付金として扱われ、阿寒町の福祉のまちづくりのために使われます。たくさんの皆様のご来場お待

ちしております。 

 

 

 

 

 

 

■お問い合わせ先：阿寒支所地域福祉係 ０１５４（６６）４２００ 

 

 

 

全市普及を目指して重点事業とし

て進める緊急連絡カード推進事業

“安心バトン”について、新規の実

施や更新を検討している町内会があ

りましたら、事業の取り組み方など

について担当者より詳しくご説明を

させていただきます。更新カードの

依頼も随時受け付けております。 

 

※釧路地区では、右記に加え地区連

未加入の１２町内会で実施。総体で

３７６町内会での実施となっていま

す。 

（実績：令和７年６月２０日現在） 

 

 地 区 町内会数 
(地区連加入) 

実施数 達成率 増減 更新
(件) 

釧 

路 

東部南 90 72 80％ → １ 

東部北 98 72 73％ → ２ 

中部南 82 58 71％ → ― 

中部北 57 45 79％ → ― 

西 部 82 68 83％ → ２ 

小計（釧路地区） 409 315 77％ → ５ 

阿 寒 32 32 100％ → １ 

音 別 17 17 100％ → ― 

合計（全市） 458 364 79％ → ６ 
 

■お問い合わせ先：地域福祉課 地域福祉推進係 ０１５４（２４）１６４８ 
 

 

 

（新規採用職員・令和７年６月１１日付） 

職員氏名 内  容 
こづか みさき 

小塚 美咲 
本所・総務課 総務係主事 

 

【新規採用職員のご挨拶】 

 

小塚 美咲（こづか みさき） 

本所・総務課 総務係主事 

 

令和７年６月１１日より釧路市社協に入職致しました、小塚 美咲と申します。 

本所の総務課に配属となり、社協全体の運営・業務を円滑に進めることが出来るよ

う日々邁進してまいりますので、よろしくお願い致します。 

７．緊急連絡カード推進事業(愛称：安心バトン)の普及状況 

８．本会人事の動きについて 

６．阿寒町ふれあい広場を開催します！ 

～阿寒支所からのお知らせ～ 

■ 日 程：令和７年７月２７日（日） 

■ 時 間：１０：００～１５：００ 

■ 場 所：釧路市阿寒町行政センター横特設会場 

▲ 昨年度の様子（ミニ発掘体験） 
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東部南地域包括支援センター 
専門職員募集 

勤務時間／8:50～17:20 

7 時間 45 分(休憩 45 分) 

勤務日数／月～金曜日の週 5 日間 

休 業 日／土曜日、日曜日、祝日、 

年末年始(12/29～1/3) 

月額報酬／203,000 円～215,000 円 

基本給／185,000 円～195,000 円 

※月額報酬には資格手当、職務手当を

含む。（※資格要件あり） 

その他期末手当・退職手当等あり 

身  分／介護等職員 

※詳細は下記へお問い合わせ下さい 

本所・在宅福祉課 

０１５４（２４）１５９５ 

てつほくデイサービスセンター 

介 助 員 募 集 

勤務時間／9:20～16:30 

※シフトにより時間変更あり  

(休憩 60 分) 

勤務日数／週 3 日程度 

休 業 日／日曜日、年末年始(12/29～1/3) 

賃  金／時給 1,050 円 

※通勤手当別途支給 

身  分／定時職員（パートタイマー） 

 

※詳細は下記へお問い合わせ下さい 

本所・在宅福祉課 

０１５４（２４）１５９５ 

ホームヘルパー募集中 

勤務時間／6:00～18:00 の間 3 時間程度 

勤務日数／週 5 日程度（応相談） 

賃  金／時給 1,260 円～ 

※経験年数による昇給あり 

※通勤手当別途支給 

応募資格／①普通自動車運転免許 

※AT 限定可。実際に運転可能なこと 

②介護福祉士または介護職

員初任者研修修了（旧ホー

ムヘルパー2 級）以上 

      ※契約更新の可能性あり 

身  分／定時職員（パートタイマー） 

 

 

★ヘルパー資格取得を応援します 

【支援内容】 

■資格がなくても本会職員として採用

します。 

①介護職員初任者研修に係る費用を本

会が全額負担します。 

②介護職員初任者研修受講期間中の給

与を補償します。 

 

・受講期間中 時給：1,010 円 

・受講終了後 時給：1,260 円 

（直接ケア従事の時給） 

・交通費支給 本会規程に基づく 

※雇い入れは採用時において満 70 歳未

満の方になります。 

 

※詳細は下記へお問い合わせ下さい 

本所・在宅福祉課 

０１５４（２４）１５９５ 

９．掲示板 

釧路市障害者教養文化体育施設 
管理員募集 

勤務時間／火～土曜日 17:00～21:00 

日曜日 9：00～17：00 

(休憩 45 分) 

勤務日数／週 6 日 

休 業 日／月曜日、祝日、 

年末年始(12/29～1/3) 

賃  金／時給 1,010 円 

※通勤手当別途支給 

身  分／定時職員（パートタイマー） 

 

※詳細は下記へお問い合わせ下さい 

総務課 

０１５４（２４）１５６５ 

子育てサポートセンター 

すくすくのご紹介  

「子育ての援助を受けたい方」と 

「育児の援助を行える方」が 

会員となり、お互いに地域の中で 

たすけあいながら子育てをする 

会員制の相互援助活動です。 

ご利用・活動を希望される方は各所

の担当へご連絡下さい。 
 

 

釧路０１５４（２３）２５５２ 

阿寒０１５４（６６）４２００ 

音別０１５４７（６）２９４１ 


